
禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議会則 
 
１）名称 

本会を禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議と称する。 

 

２）目的 

本会は神奈川県における禁煙活動、分煙活動を指導、推進する事により狭

心症、心筋梗塞、肺がん、肺気腫などを含めた「たばこ関連疾患」の発症

を予防し、会員相互の知識の向上をはかる事を目的とする。 

 

３）活動 

本会は前項の目的を達成するために、次の活動を行う。 

（１）禁煙、分煙活動に対し、啓発及び支援を行う。 

（２）禁煙セミナーを開催する。 

（３）会員相互の啓発活動として研究会、勉強会を開催する。 

（４）健康増進法第２５条に基づく受動喫煙防止対策を適切に実施するた

め、必要に応じて公的な関係機関・団体等へ提言を行う。 

（５）本会の目的を達成するためにその他の活動を行う。 

 

４）会員 

本会の会員は、禁煙、分煙活動に関心を持ち、かつ本会の主旨に賛同する

もので構成する。 

 

５）入退会 

（１）入会を希望するものは本会事務局に申し込むものとする。 

（２）退会を希望するものは本会事務局に申し込むものとする。 
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（３）会費を５年以上納入しないときは退会したものとする。 

（４）会員が本会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたときは、

理事会の議決に基づき退会させることができる。 

 

６）総会 

総会は会員で構成し、年１回開催する。 

 

７）決議事項 

総会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１）活動報告 

（２）決算 

（３）活動計画 

（４）予算案 

（５）その他、理事会で必要と認めた事項 

 

８）役員 

（１）本会には次の役員をおく。役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

会長            １名 

副会長          ３名 

理事            ４０名以内 

会計            １名 

監事            ２名 

（２）役員は理事会において選出し、総会の承認を得る。 

（３）会長は理事会において互選され、会務を統括する。 

      副会長は会長の指名により互選され、会長を補佐する。 

（４）会計ならびに監事は理事会において互選する。 
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９）運営 

（１）会長は総会および理事会を招集し、その議長となる。 

（２）本会の運営は、理事会によってこれを行う。 

 

１０）会計 

本会の運営は、個人会員（２千円／年間）、賛助法人会員（１万円／年間）、

寄付金、その他の収入をもって運営費にあてる。 

（１）本会の会計年度は、毎年４月１日より３月３１日とする。 

 

１１）事務局 

本会の事務局を財団法人 神奈川県予防医学協会におく。 

 

１２）メーリングリスト 

（１）本会にメーリングリストを設置し、インターネットによる本会会員

相互の情報交換ならびに意見交換の場とする。 

（２）運営・管理は、担当理事によってこれにあたる。 

 

１３）付則 

（１）本会の運営規則は理事会の決議によって変更する事が出来る。 

（２）本規則は、平成１１年１１月５日より施行する。 

（３）本規則は、平成１３年１１月２２日より施行する。平成１１年１１

月５日に設定した会則は同日をもって廃止する。 

（４）本規則は、平成１６年１月１５日より施行する。平成１３年１１月

２２日に設定した会則は同日をもって廃止する。 

 

                                                                  以上  
 3


